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【スライド 1】

5
輸血療法Q＆A

奥 山 美 樹
牧 野 茂 義

　皆さんこんばんは。輸血療法 Q&A を始めたいと思います。輸血療法 Q&A の座長を務めます、都

立駒込病院輸血・細胞治療科の奥山です。よろしくお願いいたします。

　今年の輸血療法 Q&A は、皆さんご存じかと思いますが、今年は診療報酬改定の年で 4 月に診療

報酬改定されたんですが、その中で自己血輸血に関わる部分が幾つか変更されました。特に自己

フィブリン糊の部分は変わったところがあるんですが、この点につきまして、自己血輸血、この

自己フィブリン糊を含めて自己血輸血に造詣が深く、またこの今回の改定にご尽力くださったと

聞いておりますので、虎の門病院輸血部長の牧野茂義先生にご講演を賜りたいと思います。

　この診療報酬が付いたということで、皆さまのご施設でも自己フィブリン糊を今度始めようと

か、始めたとかという方もきっといらっしゃるかと思うので、非常に参考になるお話が聞けるん

ではないかと期待しております。

　では早速、牧野先生、よろしくお願いいたします。

　虎の門病院の牧野でございます。

　今回私に与えられましたテーマが、平成30年

度診療報酬改定における自己血輸血の変更点

ということで、特に自己フィブリン糊の普及と

課題についてということで、お話ししたいと思

います。

平成 30 年度診療報酬改定における自己血輸血の変更点
～特に自己フィブリン糊の普及と課題について～

〔座長〕　東京都立駒込病院　輸血・細胞治療科

〔講師〕　虎の門病院　輸血部

（座長：奥山先生）
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【スライド 2】

【スライド 3】

【スライド 4】

　皆さんご存じのように、自己血輸血とい

うのは、手術の前にエリスロポエチンや鉄

剤を投与して貯血した血液を手術のときに

使用する貯血式自己血輸血、それから手術

が始まって麻酔がかかった直後に採血しま

してそれを手術中に戻す希釈式自己血輸

血、それから手術中の出血を回収してそれ

を濃縮・洗浄、もしくはろ過して術中に戻す

回収式自己血輸血というものがあります。

　それぞれ長所と短所があります。

　これは非常にビジーなスライドですの

で、お手元の資料をご覧ください。

　それぞれの良さがあったり欠点があった

りしているということです。

　学会が行ってます血液製剤使用実態調査

の結果で見てみますと、輸血実施施設の全

体の 3分の 1ぐらいの施設が自己血輸血を

行っています。特に 300床以上の施設は 9

割以上の施設で自己血輸血を行っているこ

とが分かりますし、先ほどの 3つの種類で

は、ほとんどの施設がこの貯血式自己血輸

血を行ってます。500床以上の大規模医療

施設におきましては、回収式や希釈式も最近は非常によくやられているということです。

　ただ、この自己血は単独ではなくてやはり併用という形で行ってまして、貯血式だけではな

くて、貯血式に回収式を併用したり希釈式を併用したりと、そういう形で、組み合わせで行っ

ている施設が非常に多いです。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 5】

【スライド 6】

　自己血輸血の歴史を見てみますと、1980

年代、HIVや肝炎が問題になったこの時代

から、本邦では自己血輸血は非常に盛んに

行われるようになりまして、特に回収式が

行われまして、最初に自己血輸血の回収式

が保険収載され、その後貯血式が診療報酬

で収載されまして、エリスロポエチンが保

険で認められるようになりました。その後、

貯血式自己血輸血では、貯血料と輸血料というものが別々に請求できるようになりましたし、

2014 年には貯血式自己血輸血管理体制加算というものが付きました。非常にこれは大きかった

です。そして 2016年には希釈式自己血輸血が保険で認められまして、ここで自己血輸血の 3つ

の種類が認められたわけであります。

　まず貯血式自己血輸血管理体制加算です

けれども、2014 年に認められました。輸血

管理料 Iもしくは IIを取得している施設で、

学会から示されています指針に基づいてこ

の貯血式自己血輸血が行われている場合に

加算が取れるわけですけども、そのときに、

登録されている常勤の医師および看護師が

1名以上配置されて、この段階では責任医

師の認定証を添付することが必要です。こ

ういう算定条件を満たせば 50点の保険点数が付きますということが 2014 年に認められました。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 7】

【スライド 8】

　2018年 3月の時点で全体の自己血輸血に

関します保険点数ですが、6歳以上で見て

みますと、200ml以上で液状保存の場合が

250点。それから凍結保存しますとそれが

倍の点数になりますし、貯血式自己血輸血

管理体制加算は 50点と。それから希釈式が

認められまして 200ml ごと 1,000点とい

う点数。それから回収式は術中術後自己血

回収術として 1 件当たり 4,500 点と。これは洗浄・濃縮法も、ろ過法も同じ点数ということ。

それから自己フィブリン糊に関しましては、用手法は保険が認められていませんでした。それ

から調製装置法を使った自己フィブリン糊は、自己生体組織接着剤作成術として 1 件当たり

1,400 点の点数が付いてました。

　自己血輸血学会は外保連を通じまして今

回 8項目の提案を行いました。

　貯血式であれば点数を見直し増点を希望

と。それから施設基準としましては、ナー

スの認定証も提出することを提案してます。

　それから、回収式では、濃縮・洗浄法と

ろ過法が一緒になってますけども、これを

別々にしてほしい。そして、それぞれで点

数を付けてほしいと。それからこの適応病態の見直しというものがあります。

　それから希釈式自己血輸血では、やはりこれも適応というか、実施方法の見直しがあり、そ

の内容の変更ということを希望しました。

　それから自己フィブリン糊に関しましては、この用手法と調製装置法が 1 つに混在してまし

たので、これを分けようということで、用手法で自己クリオプレシピテート作製術と。トロン

ビンの使用は特に構わない。それから調製装置法では今まで 1 件当たり 1,400 点という点数で

すけども、これを増点してほしいという、この 8項目を今回出しました。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 9】

【スライド 10】

【スライド 11】

　まず貯血式自己血輸血管理体制加算です

けれども、こういう学会の指針の中に体制

を整えるという条件があります。

　これが申請書ですけども、今まではド

クターとナースの名前を書いてドクター

の認定証を提出するというのでありまし

たけども、この4月からは両方の名前を書

いて、そしてドクターだけではなくて看

護師の認定証も提出することということ

になりました。

　そしてこの管理体制加算ですけども、輸

血管理料 I、IIを取っている施設でこの条

件を満たすと、貯血式自己血輸血管理体制

加算が 50点取れるという形でありましたけ

ども、これを、管理料 Iの場合は 120点、

IIの場合は 60点という点数を一応希望し

ましたけども、残念ながらこれは今回の改

定では認めてもらえませんでしたので、2年後にこの増点は提案をし直す予定です。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 12】

【スライド 13】

【スライド 14】

　回収式では2つの方法が1つになってま

した。それから点数が、やはり両方とも同

じ点数っていうところが問題ということ

でした。

　それからその適応のところで、外傷お

よび悪性腫瘍の手術を除くというのがあ

りますけども、外傷も閉鎖式の外傷であ

れば適応があるんじゃないかということ

で、この文章の訂正を申し入れました。

　今回はこの 2点全て認められまして、2

つに分かれました。濃縮および洗浄を行う

ものが 4,500 点から 5,500点に増点されま

したし、ろ過を行うものというものは4,500

点が 3,500点に減りました。こういう形で

一応区別して行います。

　それから外科の手術は除くになってまし

たけれども、ただし外傷のうち骨盤骨折や

大腿骨骨折等の閉鎖骨折に対する手術に対しては算定できるという文言に変えていただきました。

　次に希釈式自己血輸血ですけども、手術

時および手術後3日以内にあらかじめ貯血

しておいた自己血を輸血した場合に算定で

きるということは、その手術場から外に持

ち出して輸血することも想定されてますの

で、このようにしますと非常に間違いが起

こりますし、血液製剤の管理というのも十

分できないということで、もうこれは手術

時のみに限定します。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 15】

【スライド 16】

【スライド 17】

　そして貯血ではなくて、採血ということ

で、こういう形で貯血が採血に変わり、3日

以内というものが削除されました。こうい

う内容が認められました。

　次にフィブリン糊ですけども、フィブリ

ン糊というものは、フィブリノーゲンにト

ロンビンとXIII因子、カルシウムを投与す

ると、糊ができて、外科的手術の合併症予防

のために使われているわけであります。

　今までは自己フィブリン糊作成術、これは

「作成」にしてますけれども、こういう用手

法の作成術というのは今年の 3月までは診療

報酬に収載されていませんでした。

　自己血輸血学会は 1996年に自己成分輸血

加算（血漿または血漿と自己フィブリン糊）

として要望をしました。ですので、今回は

22年越しの診療報酬で認めていただいたと

いうことになります。2000年からフィブリン糊として学会から申請しております。

　今までこの 22 年間、何でこの用手法の自己フィブリン糊が診療報酬で認めてもらえなかった

かということで、いろいろ意見をお聞きしました。そうしたところ、トロンビンがヒトのトロン

　

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 18】

【スライド 19】

　そこでまずマニュアルを作りました。用

手法、自己血から血漿を分けてそれを冷凍

してゆっくり溶かすと自己クリオが出てく

るわけですけども、こんな感じでもわも

わっとしたものが出てきます。こういう用

手法の条件を決めました。

　その内容は『自己血輸血』学会誌にこう

いう形で報告しました。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書

ビンであると。ヒトのというか、自己血漿由来ではないというのが 1 つ大きな理由です。そし

て市販のトロンビンは、糊としての適応がないということ。それから 3 番目は、院内製剤であ

るわけですけども、その作製マニュアルがないということ。それから院内製剤であるんですが、

品質を保証するための施設基準というものがない。そして自己フィブリン糊の臨床効果に対す

る論文が少ない。この 5つの項目が認められない理由であろうというふうにお聞きしました。
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【スライド 20】

【スライド 21】

【スライド 22】

　そして、先ほどのもわもわっとしたこの

自己クリオプレシピテートと、この市販の

ものの違いを示しています。このフィブリ

ノーゲンと XIII因子だけではなくて、VI

II 因子や vWF（フォン・ヴィレブランド

因子）も非常に多く含まれてますし、他の

接着タンパクであるフィブロネクチンや、

血小板由来のサイトカインである TGF-βや、

組織修復促進効果のあるこういうものが非常に多く存在し、市販のものにはないんだという特

徴も報告しました。

　ということで、フィブリン糊は止血凝固

作用と組織接着作用を期待して使うわけで

すけども、自己フィブリン糊の場合は組織

修復促進作用や局所感染症予防効果がある

ということを報告いたしました。

　この用手法で自己クリオを使って市販の

トロンビンを使うわけですけども、やはり

ここが大きな問題だということで CryoSeal 

System というものが導入されまして、自己

血漿から両方ができて、それを糊として使

うということが 2012 年に診療報酬で認め

られました。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書
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【スライド 23】

【スライド 24】

【スライド 25】

　こういう機械を使って糊を作るわけです。

　これの取り扱いも学会誌にマニュアルと

して出しました。若干、匠の技が必要という

こともそこで述べております。

　この機械を含む自己クリオの状況ですけ

ども、日本全体でだいたい 50施設前後ぐ

らいが作ってるわけですけども、その施設

数というのは、やはり診療報酬が認められ

ないということでなかなか増えませんでした。

　ここで CryoSeal System で自己フィブリ

ン糊が認められたわけですけども、その後

市販後調査というものが長引いておりまし

て、なかなか一般的に使えないということで、今まだ施設は増えてない状況です。

　今年この自己クリオプレシピテート（用手法）というものが保険認められましたし、この自

己生体組織接着剤作成術というものが、1 件当たり 1,400 点だったものが 4,340 点と 3 倍の点

数が付きましたので、今後は勢いがつくんではないだろうかというふうに思います。

第１７回　東京都輸血療法研究会報告書


















